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資料１ 

令和７年１月３１日 

令和６年度総合教育会議 

教育委員会教育支援課 

１．本市の支援策の現状 

  本市総合計画では、子育て・教育の分野において、「誰一人取り残すことのない教育」を念

頭におき、いじめ、不登校をはじめとする課題への対応として「多様なこどもに対する多様

な学びの場を提供すること」を目的の一つに掲げている。    

本市ではこれまで、登校サポートセンターを核とし、不登校対策を推進する中で、多様な

こどもに対する学習機会と居場所の確保に向けての支援策を講じてきた。下の資料は、本市

の不登校児童生徒の多様な状況に対し、既存の支援策及び新規（★R７年度予定）の支援策が、

どのように対応しているかの全体像を示すものである。 

本市の令和５年度不登校児童生徒数は、９０５人（小学校３８５人・中学校５２０人）で、

不登校リスク群児童生徒数は３，１０８人（小学校２，３１１人・中学校７９７人）である。

不登校児童生徒数については、９０５人の全てが１８０日以上欠席しているわけではなく、

その内訳は、不登校児童生徒の定義から３０日以上であり、様々となっている。 

 

 

（１）登校はできても教室に入ることが困難な子どもへの支援 

＜Ａ 校内ふれあい教室＞ 

専任の教員を配置し、校内ふれあい教室に通級する子どもの相談や指導を行う。 

【令和 7年度設置予定】 

   ・中学校は、残り 4校（橋北中・塩浜中・西陵中・保々中）に設置し、全中学校への設

置完了をめざす。 

   ・小学校は、モデル校 3校（富田小・日永小・常磐西小）に設置し、不登校児童数の多

い学校への設置拡大をめざす。 

  ◆実績        【校内ふれあい教室の入級生徒総数（人）】 

 

 

 

（２）外出はできるが登校することが困難な子どもへの支援 

 ＜Ｂ 登校サポートセンター＞ 

ふれあい・わくわくに通級する子どもの相談や指導を行う。 

◆実績       【令和５年度 学年別入級児童生徒数】 

        

 

 

 

 

 

【令和６年度 学年別入級児童生徒数（12月末現在）】 

 

 

 

 

 

 

（３）外出することや関係機関等とつながることが困難な子どもへの支援 

＜Ｃ アウトリーチ＞ 

登校サポートアドバイザーやふれあいフレンドによる家庭訪問等を行う。 

  ◆実績            【家庭訪問の件数】 

 

 

 

 

年度 Ｒ3（6校） Ｒ4（9校） Ｒ5（14校） Ｒ6（18校）12月末現在 

計 83 113 158 167 

学   年 
小学校 中学校 

1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 計 

ふれあい（人）    2 1 12 15 15 26 30 71 

わくわく（人） 0 １ １ １ 5 0 8     

入 級 者 計（人） 0 1 1 3 6 12 23 15 26 30 71 

学   年 
小学校 中学校 

1 2 3 4 5 6 計 1 2 3 計 

ふれあい（人）     ７ 13 20 18 25 34 77 

わくわく（人） 2 1 1 5 1 1 11     

入 級 者 計（人） 2 1 １ 5 8 14 31 18 25 34 77 

 Ｒ5 Ｒ6（12月末現在） 

登校サポートアドバイザー 1 5 

ふれあいフレンド １ 0 

多様なこどもに対する多様な学びの場の提供 
～本市の不登校対策の推進～ 
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資料１  

令和７年１月３１日 

令和６年度総合教育会議   

教育委員会教育支援課   

＜Ｄ メタバース空間を活用したオンライン支援＞ 

  ・令和６年８月に試行としてレノボ社の無料提供期間を利用し、調査・研究を行った。 

・対象・・中学校校内ふれあい教室入級生（任意の参加） 

・メンター役・・登校サポートセンター職員 

オンライン上で子どもと関わることの難しさや、子どもの興味・関心を引き付けるための

仕掛けなど、登校サポートセンターでの支援とは異なる課題が見えてきた。 

   

２．主な課題 

（１）不登校リスク群の人数の増加 

不登校リスク群は、毎年、全児童生徒数の一定の割合で出現し、過去の調査の結果から、

その翌年以降に高い確率で不登校状態になることがわかっている。 

令和５年度に不登校リスク群が増加した要因については、新型コロナウイルスやインフル

エンザ等の感染症の流行が長期化し、その影響で、出席停止期間が過ぎても大事を取って学

校を休ませる傾向が強く、欠席３０日を超える児童生徒が続出したものと考えられる。 

 

（２）フリースクール等民間施設・団体との連携のあり方 

今年度「フリースクール等民間施設・団体連絡会」を立ち上げた。 

  連絡会に参加しているのは 6団体。市内に施設があり、文科省が定める指導要録上の出席

扱いの要件を満たし、学校と連携協力した実績のある民間施設・団体に参加依頼している。

各民間施設・団体の特色は様々で、居場所の提供を主眼にしているものから、短期間での学

校復帰を主眼にしているものまで、多岐にわたる。保護者の負担する費用にも幅がある。 

  今後、貴重な子どもの居場所や学習の場として、各民間施設・団体の活動を把握し、本市

の不登校児童生徒の実態に合わせて、連携のあり方を検討していく必要がある。 

 

（３）中学校卒業者のうち、進学も就職もしていない無業状態の生徒への対応 

  毎年度、義務教育を修了した中学校卒業者のうち、進学も就職もしていない無業状態の生

徒が一定数いる。（令和３年度６名、令和４年度１５名、令和５年度５名） 

学校は、義務教育修了後に生徒への支援を継続することが難しいため、これまで対象生徒

の家庭に「義務教育修了後の相談窓口一覧」を配付してきたが、相談するか否かは対象生徒

の家庭に任せた状態になっており、途切れなく支援を継続することが難しい状況にある。 

 

（４）不登校児童生徒の保護者支援  

不登校児童生徒が年々増加している現状から、不登校の子どもの数に合わせて、悩んでい

る保護者の数も増え続けているものと認識している。このことから、今年度初めて、本市と

三重郡の小中学校に在籍している保護者対象に、保護者会「不登校をともに考える inよっ

かいち」を開催した。内容は「元登校サポートセンター入級生による体験談→座談会→臨床

心理士による講演」の流れになっており、参加した保護者や学校関係者等から高評価を得た。 

保護者の安定が子どもの安定につながるため、不登校で同じような悩みや不安をもつ保護

者同士の語り合える場の確保は必須である。 

 

３．今後の方針 

（１）「新たな不登校を生まない」取組の強化 

①心の天気アプリデジタルツールの活用 

教師の日頃の児童生徒観察に加えて、心の天気アプリのデジタルツールを活用するこ

とで、不登校の予兆の発見や個に応じた支援に活かすことが期待されている。心の天気

アプリの有用性を学校に周知し、不登校の未然防止への意識を高めていく。 

②登校サポート委員会の機能を高める取り組み 

各校で月 2 回以上登校サポート委員会を開催し、不登校リスク群に対する初期対応の

取組強化を図っていく。 

  ③不登校リスク群及び不登校になった児童生徒の保護者支援 

保護者が不安な気持ちを少しでも軽減し、安定して子どもに係わることができるよう、

次年度以降も登校サポートセンターにおける保護者会を開催する。 

なお、年に複数回開催できるよう、今年度よりも小規模の保護者会を限られたスタッ

フで対応可能な保護会の持ち方を検討していく。 

 

（２）「誰一人取り残すことのない」支援策の充実 

①メタバース空間を活用したオンライン支援の実施 

メンターを経験豊富なスタッフが専門に担当し、且つ、児童生徒への個別伴走支援か

ら保護者支援までを包括的に支援することが可能な事業者（認定 NPO 法人カタリバ）へ

の委託が望ましいと考え、現在、調査中である。 

 

 【委託例：認定 NPO法人 カタリバ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～オンライン不登校支援プログラム room―K～ 

①対象     学びにつながる機会を失っている子 

       （欠席１８０日以上でほぼ欠席している児童生徒） 

②内容    ・個別支援計画を作成する支援計画コーディネーター（保護者の悩みに伴

走し学校等とも連携を図る者）と、メンター（画面上において 1対 1で

子どもに寄り添う支援員）の両者が、保護者面談を月 1回程度、子ども

面談を週 1回程度実施し、個に応じた学び方を見つけていく。 

・参加児童生徒の在籍校へは、参加した日の活動内容等を月毎に報告した

り、学期に 1 回の学校連携ミーティングをオンラインで実施したりし

て、個別の支援計画等の確認や情報共有を行う。 

③その他   ・連携協定を交わしたのち、１年目は無料トライアルを実施する。 

・２年目は正式に契約を交わし、以降、有料となる。 
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資料１  

令和７年１月３１日 

令和６年度総合教育会議 

教育委員会教育支援課 

②卒業後に進学も就職もしていない生徒への重層的支援の促進 

    市内中学３年生で、卒業時点で進路の決まっていない生徒が、卒業後に、市の重層的

支援を受けることで、家庭にひきこもることなく、社会との多様なつながりを持てるよ

う、他部局との連携を図っていく。 

具体的には、「義務教育修了後の相談窓口一覧」に関係機関の連絡先を掲載し、市内中

学３年生全員に配付するとともに、対象となる生徒及び保護者に対しては、他部局から

連絡を入れ、必要な機関につないでいく方向で調整中である。 

 

③フリースクール等民間施設・団体との連携方法の確立 

フリースクール等民間施設・団体との連携方法は、自治体によって異なり、担当部局

についても、教育委員会が担っている自治体があれば、そうでない場合もある。また自

治体によっては、保護者への補助制度を整備していたり、民間施設・団体に対する補助

金を出していたり、と様々である。 

令和７年度は他自治体等の行っている連携について、調査研究を進め、本市の実情に

見合った連携方法を確立していく。 

 

  ④学びの多様化学校（三重県立みえ四葉ヶ咲中学校）の分校招致 

    令和７年度、三重県が津市に学びの多様化学校を開校する。現在（１２月時点）、市内

中学校からの入学希望者は２名で、入学決定に向けての、個別面談及び授業体験等を経

ることになっている。学びの多様化学校では、年間授業数を軽減するなど、特別に編成

された教育課程により、個のペースに合わせた学びが保障されていることから、不登校

生徒や保護者のニーズは今後高まるものと想定される。本市における多様な学びの場の

新たな選択肢となるよう、引き続き三重県に分校設置を要望していく。 
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　　　　　　資料２-① 
 
　　令和7年1月31日(金) 
令和６年度総合教育会議 
　教育委員会学校教育課
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　　　　　　資料２-② 
 
　　令和7年1月31日(金) 
令和６年度総合教育会議 
　　　　　　学校教育課


